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○  社 会 福 祉 法 人  更別村社会福祉協議会ボランティアセンター  

      ボランティア活動助成事業実施要領  

 

                            平 成 １ ５ 年 ９ 月 １ ２ 日    

                            訓 令 第 １ ４ 号  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  更 別 村 の 地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る た め 、 村 内 に お い て 積 極 的 に ボ ラ ン テ ィ  

ア 活 動 を 展 開 し て い る 団 体 等 に 対 し て 活 動 費 の 助 成 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 財 源 ）  

第 ２ 条  更 別 村 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー に 預 託 さ れ た 預 託 金 を 財 源 と す る 。  

 （ 助 成 の 条 件 ）  

第 ３ 条  次 の 要 件 を 満 た し た ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等 と す る 。  

( 1 )  社 会 福 祉 の 増 進 を 図 る た め の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 実 施 、実 践 し て い る 団 体 、 

グ ル ー プ で あ る こ と  

( 2 )  計 画 的 、継 続 的 に 活 動 を 行 っ て お り 、今 後 も 活 動 の 継 続 が 確 実 に 期 待 で き  

る こ と  

( 3 ) 原 則 と し て 活 動 期 間 が ２ 年 を 超 え 、 活 動 者 が ５ 名 以 上 で あ る こ と  

 （ 助 成 金 の 使 途 ）  

第 ４ 条  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 必 要 な 経 費 に 充 て る も の と し 、 特 に 細 か く 制 限 は し  

な い が 、 こ の 財 源 が 地 域 住 民 等 の 善 意 で 寄 せ ら れ た こ と を 充 分 認 識 し 活 用  

す る と 共 に 、 そ の 活 用 期 間 は 、 交 付 年 度 及 び そ の 翌 年 度 と す る 。  

 （ 申 請 方 法 ）  

第 ５ 条  活 動 費 の 助 成 を 受 け よ う と す る ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等 は 、 更 別 村 ボ ラ ン テ  

ィ ア セ ン タ ー （ 社 会 福 祉 協 議 会 内 ） に 更 別 村 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー ボ ラ ン テ ィ  

ア 活 動 助 成 事 業 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に よ り 申 請 す る も の と す る 。  

（ 決 定 及 び 助 成 金 額 ）  

第 ６ 条  助 成 金 額 は 、 １ 件 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 内 と し 、 更 別 村 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン  

タ ー 運 営 委 員 会 に お い て 審 査 の う え 決 定 す る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 ）  

第 ７ 条  助 成 金 は 、 そ の 決 定 を 受 け た ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等 に 対 し 、 指 定 す る 口 座  

 に 決 定 額 を 振 り 込 み す る こ と を も っ て 交 付 す る 。  

 （ 報 告 ）  

第 ８ 条  助 成 金 を 受 け た ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等 は 、 事 業 実 施 年 度 終 了 後 速 や か に 、  

更 別 村 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 助 成 事 業 報 告 書 （ 別 記 第 ２ 号 様  

 式 ） を 、 更 別 村 社 会 福 祉 協 議 会 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


